
金融機関と連携して経営者
保証を不要とする場合

一定の財務要件を
満たしている場合

担保により十分な保全が
図られている場合

経営者保証を不要
とする保証の取扱いについて
当協会は「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、
経営者保証を不要とするお借り入れの支援を行っています

①経営者保証を不要とする３つのパターン

金融機関
連 携 型

�

財務
要件型

�

担保
充足型

�

次の３つのパターンに該当する場合、経営者保証を不要とすることが可能です

②経営者保証を不要とする保証制度
次の保証制度は経営者保証を不要とする制度です

スタートアップ創出促進保証制度

事業承継特別保証制度

財務要件型無保証人保証制度

財務要件型無保証人 当座貸越根保証「フォルティッシモ」

中小企業特定社債保証制度

寄贈型 SDGs 特定社債保証　とちぎ地域貢献応援債

※①、②の他、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められる　
　場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、個別にご相談ください

※詳細は裏面をご覧ください
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【要件】
（１）直近の決算期において債務超過でない
（２）直近 2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
（３）経営者保証を不要とし、かつ担保等の提供がないプロパー融資残高がある（もしくは同時に借入を行う）
（４）法人と経営者個人の資産・経理が明確に区分されている
（５）法人と経営者の間の資金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等）について、社会通念上

適切な範囲を超えていない
（６）適時適切に財務情報等が提供されている

【対象制度】
　すべての保証制度
　※既存のお借入れについても上記要件に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することが可能です。

【要件】
　直近決算において次の基準 1～ 3のうちいずれかに該当する中小企業者
　（①を満たし、②または③のいずれかを満たし、かつ④または⑤のいずれかを満たす法人）

【対象制度】
・財務要件型無保証人保証制度
・財務要件型無保証人 当座貸越根保証「フォルティッシモ」

� 金融機関連携型

� 財務要件型

� 担保充足型
【要件】
　申込企業または経営者本人（実質経営者を含む）が所有する不動産について担保提供があり、十分な保全が
図られている

【対象制度】
　無担保要件の保証制度を除くすべての保証制度

経営者保証を不要とする３つのパターンについて

事業承継時の
対応

原則として、旧代表者が経営者保証を継続する場合は新代表者の保証追加は行いません。
ただし、旧代表者の保証解除の要請があり、既存保証の返済が正常な場合は、旧代表者の保証
を解除し、新代表者の保証を追加することができます。

純資産の額
自己資本比率
純資産倍率

使用総資本事業利益率
インタレスト・カバレッジ・レーシオ

①
②
③
④
⑤

項　　目 基 準 １

５千万円以上３億円未満
20％以上
2.0倍以上
10%以上
2.0倍以上

基 準 ２

３億円以上５億円未満
20％以上
1.5倍以上
10%以上
1.5倍以上

基 準 ３

５億円以上
15％以上
1.5倍以上
5％以上
1.0倍以上


